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    平成 28年９月 27日  

各 位  

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 

代表者名 代表取締役社長 ティモシー・ハンシング 

  （JASDAQコード：3350） 

問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久 

電話番号 050-5835-0966 

 

（開示事項の変更）新株予約権発行等に関する資金使途等の変更のお知らせ 

 

 当社は、平成 28 年１月 29 日付「飲食事業の譲渡に関するお知らせ」（以下、「１月 29

日付プレスリリース」といいます。）で開示しましたとおり、第２回ライツ・オファリン

グ並びに第６回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途、金額及び支出予定

時期を未定としておりましたが、以下のとおり確定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．１月 29 日付プレスリリースの内容について 

１月 29 日付プレスリリースにおいて記載いたしました、第２回ライツ・オファリング並

びに第６回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途、金額及び支出予定時期

の変更事項は、以下のとおりであります。 

 

【１月 29 日付プレスリリース P．２～３】 

２．飲食事業の譲渡について 

（３）既存の調達済み資金の資金使途の変更 

平成 27 年９月１日付「第三者割当による新株式、第６回新株予約権の発行及び主

要株主の異動に関するお知らせ」及び「資本業務提携並びに新株発行等に関する資金

使途及び支出予定時期の変更のお知らせ」で開示いたしました、第２回ライツ・オフ

ァリング並びに第６回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途、金額

及び支出予定時期のうち、飲食事業に係るものは下表①記載のとおりですが、下記②

記載のとおり、当社の飲食事業の譲渡に伴い、その残額の資金使途及び支出時期は未

定となります。 残額の資金使途及び支出時期については、確定次第速やかにお知ら

せいたします。 
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① 変更前 

（第６回新株予約権） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

ⅰフード事業におけるM&A及び資

本・業務提携に係る費用（アドバイ

ザーに対するフィー、弁護士・公認

会計士の費用等の手続費用を含む） 

2,400 
平成27年11月～平成29

年６月 

ⅲ マグノリアベーカリーの海外展開

に要する事業資金及び手続費用 
399.3 

平成27年９月～平成29

年６月 

 

（第２回ライツ・オファリング） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

Kyochonブランドの導入の業態開発

費用及び１号店出店費用等 
370 

平成27年９月～平成27

年11月 

 

②  変更後 

ⅰ フード事業におけるM&A及び資本・業務提携に係る費用（アドバイザーに対

するフィー、弁護士・公認会計士の費用等の手続費用を含む）、ⅲ マグノリアベー

カリーの海外展開に要する事業資金及び手続費用、「Kyochonブランドの導入の業態

開発費用及び１号店出店費用等」に関しては、平成27年10月28日に開示しておりま

す「Kyochon六本木店オープン」及び11月13日に開示しております「マグノリアベ

ーカリー  ハワイ店オープン」に対して、一部資金を充当致しておりますが、正確

な残金については、現在精査中であり、また、残金の新しい資金使途は現在検討中

であり、確定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

２．確定した事項について 

① 第２回ライツ・オファリングの調達資金について 

上記のとおり未定としておりました、第２回ライツ・オファリングの調達資金の残金

370 百万円の使途、金額、支出時期を充当先が確定しましたので、下記、別表にて報告い

たします。 

Kyochon ブランドの導入の業態開発費用及び１号店出店費用等の残金については、人

件費などをはじめとする当社グループの運転資金に充当することといたしました。 

 

（第２回ライツ・オファリング） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

Kyochon ブランドの導入の業態開

発費用及び１号店出店費用等 
360 

平成27年９月～平成27年11

月 
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当社グループ運転資金 
10 

平成27年９月～平成28年９

月 

  

②第６回新株予約権の調達資金について 

第６回新株予約権につきましては、発行後から本日に至るまで行使が１個も行われてい

ない状況であります。そこで、当社は、本日開催の当社取締役会において、現存する第６回

新株予約権全てを保有者より取得すること、及びこれらにより取得した第６回新株予約権

全てを消却することを決議いたしました。詳細につきましては、本日別途開示しております

「第６回新株予約権の取得及び消去に関するお知らせ」をご参照ください。 

以上 

 


